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執行役員制度の導入および執行役員人事に関するお知らせ 

 

当社は、2019年６月 21日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および執行役員人事について 

下記のとおり決議致しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．執行役員制度の導入 

（１）執行役員制度導入の目的 

・業務執行の責任者として、権限・責任の明確化を目指す。 

・人材登用拡大による意識向上および、次期幹部候補の育成。 

（２）執行役員制度の概要 

・ 執行役員の選任・解任は取締役会で決定する。 

・ 執行役員の任期は１年とし、再任は妨げない。 

・ 取締役は、執行役員を兼務することができる。 

 

２．執行役員制度の導入時期 

2019年７月１日 

 

３．執行役員人事（2019年７月１日付） 

氏  名 役職名および担当業務 

山西 良知 執行役員 営業本部副本部長 開発部担当 

 

以  上 


